
定款準則欒16粂  

事重要領…  

法第Z6条第1項  

♯査基準第卜3－13）  

定款準則第21条備考  

二（収益の処分）の 条  

なお、収益事業に保塁   

即金は、収益事業用財   
産の2分の1を超えてい  
◆－1ヽ －－  し   

／くl．ヽ，1」＿ L o   

収益が社会福祉事業又は  
公益事業の経営に充てられ  
ていること。   

定款準則欒16集   

削  除  

削  除  

13）収益の   

処分  

法兼Z6条第1項  

審査基準第卜3－13）  

定款準則第21条備考  

ニ（収益の処分）の  

集  

収益が社会福祉事業又は  

公益事業の経営に充てられ  

ていること。   

＝＝収益の   

処分  

‖ 管  理  

1 人事管理   

tl）任免関  

係  

12）職検閲  

係  

】ll 管  理  

1 人事管理  

＝）任免関  

係  

12）職務関  

係  

審査基準第3－6一刷  
定款準則第1Z条第2項   

施設長の任免に当たって  
は、理事会の議決を経てい  
ること。  
1就業規則、給与規定が  
設けられていること。  

2 職員の処遇が労働基準   
量呈 
児自野叫1｝酌前沼Ⅶ白月一日   

こと。  3聯   
旦叩こ行わ   
れていること。  

宰査基準第3－6－（4）  

定款準則兼12集第2項  
施設長の任免に当たって  

は、理事会の議決を経てい  

ること。  

削  除  

労働基準法等関係   

法令、通知  

退職手当共済法第2垂  

簾1項～第4項．旦ヱ1  

垂  

退醐斉法施行  
規則第2条、第12条～  

第19暴   

追 手当共済法鶉Z象  

欒6Ⅰ事一策8項、策15  

暴  

追職手当共済法施行  

令第6条  

削  除  削  除  

削  除  
社会醐・  

特定介護保険施設等職員  
及び申出施設等職員が適  
更に届けられているか、  
卿外  
職員等が含まれていない  
かが確認されること。   

削  除  削  除  

削  除  

4脚   
金箱址施設等稚貝・特定   
介脚及び   
申出卿   
岬去人絹祉医   
晰こ支   
払われているこL  

5 撼共済鴫■塁ヰ届につ   
いて本俸月額、披共済職   
脚出ら   
れていること。  

削  除  削  除  

削  除  
紳：蛤と  
岬＼て適  岬＼る  
か、瑚  
寧lこ雇用された期間と一  
撃しているかが確認され  
ること。  

退叶手当共済法誇！子  

規則第16条  
削  除  削  除  

法第90条第1項  旦 隋鼻の資質向上を図る   

ため、職員研修について   

具体的計画が立てられて   

いること。  

1 基本財産、運用財産、   

公益事業用財産及び収益  

法第90条第1項  ⊥ 職員の資賞向上を図る   
ため、職員研修について   
具体的計画が立てられて   

いること。  
1 基本財産、運用財産、   
公益事業用財産及び収益  

書査基準第2－2  
定款準則第13粂、同   

2 資産管理  辛査基準第2－2  

定款準則第13粂、同  
2 資産管理  

－1ユ・  



事業用財産は、明確に区   

分管理されていること。  

2 …ま、確   

実な金融機関に預け入   

れ、確実な信託会社に信  

条備考  

手玉基準第2－j  

定款準則欒15条第2項   

条備考   

書査基準素2－3一上止  

定款準則第15条第2項  

事業用財産は、明確に区   

分管理されていること。  

乙 基本財産（社会福祉施   

設を経営する法人にあっ   

ては、社会福祉施設の用  

次のような財産又は方  

法で管理運用することは  

原則として適当でない。   

① 価格変動の激しい  

財産（株式、株式投  

醐建  

債権等）   

② 帥的評価が困難  

塁 

董品等）   

③岬（建  
築物、建造物等減価  

償却資産）   

④ 回収が困難になる  

おそれのある方法  

（融資）   

運用財産、公益事業用  

財産、収益事業用桐産に  

託し、又は確実な有価証  に供する不動産を除く。）   

券に換えて、保管されて  の管理運用は、安全、確   

実な方法、すなわち元本  いること。  

が確実に回収できるほ  

か、固定資産としての常  

識的な運用益が得られ、  

又は利用価値を生じる方  

法で行われていること。  

審査基準第Z－3－（2）  蔓 基本財産以外の資産   

（運用財産、公益事業用  

財産、収益事業用財産）  ついては、株式投資又は  

株式を含む投資信託等に  の管理運用にあたって  

よる管理運用も認められ  も、安全、確実な方法で  

る。ただし、子会社の保  

有のための株式の保有筆  

は認められない。また、  

株式の取締は公開市場を  

行われていることが望ま  

しいこと。  

通してのもの等に限る。  

①卿産   

の運用管理の場合。た   

だし、あくまで管理運  

審査要領第2－㈱～（1  

0）  

生 株式の保有は原則とし   

て右の場合に限られるこ   

と．  

用であることを明確に  

するため、上場株や店  

頭公開株のように、証  

券会社の通常の取引を  

通じて取得できるもの   

に限る。  

② 社会福祉法人lこおい   

て、基本財産として寄   

付された場合。これは  

聞役立   

後に寄付されたもの¢   

含む。  

③ 上記（D及び（診の場合   

は株式の保有が認めら  

－14－  



れるが、その場合でも、  

当抜社会福祉法人が当  

験営利企業を実賞的に  

支配することかないよ  

うに、その保有の割合  

刷丑。えて   

はならない。  

④ 基本財産として株式   

が寄付皇塑冬旦合に   

は、社会福祉法人とし  

ての適切な活動等のた  

め、所轄庁においては、  

寄付を受けた社会福祉  

法人の理事と当該営利   

企業の関係書との  

岬J戎、   

株式等の寄付の目的に   

ついて十分注意し、必   

要な指導等を行うこ  

5 法人の財産（基本財産、   書査基準第Z－3－（3）  

基本財産以外の財産双   

方）につし）ては」旦旦旦   

岬l財産、客観   

的評価が困難な財産等価   

値の不安定な財産又は過  

大な負担付財産が財産の  

酬よう   

にされていること。  

基本財産とすべき不動  

産とは、社会福祉施投の  

最低基準により定められ  

た設備を含む建物並びに  

その建物の敷地及び社会  

福祉施投の最低基準によ  

り定められた役儀の敷地  

をいうこと。   

所定の手続を按ずに、  

処分、貸与し又は担保に  

供している基本財産がな  

いことが登記眉謄本によ  

り確許さわること．  

基本財産とすべき不動  

産とは、社会福祉施設の  

最低基準により定められ  

た設備を含む建物並びに  

その建物の敷地及び社会  

福祉施設の最低基準によ  

り定められた設備の敷地  

をいうこと．   

所定の手続を経ずに、  

処分、貸与し又は担保に  

伏している基本財産がな  

いことが登記簿謄本によ  

り確認されること。   

旦 法人の所有する社会福   

祉事業の用に供する不動   

産は、すべて基本財産と   

して定款に記載されてい   

ること。また、当該不動   

産の所有権について萱紀   

がなされていること。   

ユ 基本財産を、（所持庁）   

の承認を得すに、処分   

し、貸与し又は担保に供   

していないこと（独立行   

政法人福祉医療機構に担  

審査基準第2－2－＝）イ  旦 法人の所有する社会福   

祉事業の用に供する不動   

産は、すべて基本財産と   

して定款に記載されてい   

ること。また、当該不動   

産の所有権について萱記   

がなされていること。   

生 基本財産を、（所轄庁I   

の承認を得ずに、処分   

し、貸与し又は担保に供   

していないこと（独立行   

政法人福祉医療横綱に担  

幸査基準第2－Z一川イ  

♯査基準策2－2－（1）  

ア、第∈卜（1）  

定款準則第14条  

青重要領第2－（引  

書査基準第2－2－（1）  

ア、第5－（11  

定数準則第14集  

♯重要領第2一㈲   



保を供する場合及び独立   

行政法人福祉医療機構と   

の協調融貨に係る場合を   

除く。）。  

旦 社会福祉事業の経営上   

必要な運用財産は、適正   

に管理され、処分がみだ   

りに行われていないこ   

と。  

旦 不動産を国又は地方公   

共団体から借用している   

場合は、国又は地方公共   

団体の使用許可等を受け   

ていること．  

建 不動産を国又は地方公   

共団体以外の着から借用   

している場合は、その事   

業の存続に必要な期間の   

利用権を設定し、かつ、   

登記がなされているこ   

と。  

1 予算は、定款の定めに   

従い適正に編成されてい   

ること。  

2 予算が適正に執行され   

ていること。  

なお、予算の執行に当   

たって、変更を加えると   

きは、あらかじめ理事会   

の同意を得ていること。  

1 経理規程を制定してい   

ること。  

保を供する場合及び独立   

行政法人福祉医療機構と   

の㌫吉日融資に係る場合を   

除く。）。  

旦 社会相祉■業の経営上   

必要な運用財産は、適正   

に管理され、処分がみだ   

りに行われていないこ   

と。  

旦 不動産を国又は地方公   

共団体から借用している   

場合は、国又は地方公共   

団体の使用許可等を受け   

ていること．  

1 不動産を国又は地方公   

共団体以外の着から借用   

している場合は、その事   

業の存続に必要な期間の   

利用権を設定し、かつ、   

登呂己がなされているこ   

と。  

1 予算は、定款の定めに   

従い適正に編成されてい   

ること。  

2 予算が適正に執行され   

ていること。  

なお、予算の執行に当   

たって、変更を加えると   

きは、あらかじめ理事会   

の同意を得ていること。  

1 経理規程を制定してい   

ること。  

審査基準第2－2－（2）イ  審査基準第2－Z－t2）イ  

審査基準第Z－1－‖）  ♯査基準第2－卜川  

審査基準第2－卜‖I  審査基準策Z一卜川  

3 会計管理  

（1I予 算  

3 会計管理  

（1，）予 算  定款準則第1Z集備考  

一（評議員会の権限）  

の条、第17条  

定款準則第12条備考  

－（評決員会の権限）  

の条、第21粂  

定款準則第12負債考  

－（評議員会の権限I  

の条、第17条  

定款準則第12条備考  

－（評躊鼻会の権限）  

の条、第Zl集  

定款準則第20集  

会計基準l局長通知＝3  

－‖）、4－（1）  

会計基準（課長通知Il  

－（1）  

「社会福祉法人にお  

ける入札契約等の取  

扱いについて」（平  

成12年2月1‖］社会・  

援護局企画課長等連  

名通知）  

「「社会福祉法人会  

計基準」及び「指定  

介護老人福祉施設等  

会計処理等取扱指導  

指針」等の当面の運  

（2）会計処   

理  

（2）会計処   

理  

定款準則第20集  

会計基準（局長通知＝  

一川、4一川  

合計基準l課長通知）1  

－（1）  

「社会福祉法人にお  

ける入札契約等の取  

扱いについて」（平  

庇12年2月17日社会・  

援護局企画課長等速  

各通知）  

「「社会福祉法人会  

什基準」及び「指定  

介護老人福祉滝根等  

会計処理等取銀相場  

脂針」等の当面の運   

11b－  



用について」（平成12  

年l～月日8社会・援  

護  

局施設人材課長等連  

名通知）  

会計基準l課長通知Il  

－‖）  

用について」l平成12  

年12月1馴ヨ社会・援  

護  

局施設人材課長等連  

名通知）  

会計基準（課長通知）1  

－‖）  

2 会計責任者が置かれて   

いること。  

なお、会計責任者と出   

納職員の兼務は避け、内   

部けん制組織が確立され   

ていること。  

3 現金保管については、   

保管責任が明確にされて   

いること。  

1 借入金は、理事会の議   

決（及び評議員会の意見   

の聴取）を経て行われて   

いること。  

また、借入金が、事業   

運営上の必要によりなさ   

れたものであること。  

2 借入金の償還財源に寄   

附金が予定されている場   

合は、法人と寄附予定者   

との間で書面による贈与   

契約が締結されており、   

その寄附が遅滞なく履行   

されていること．  

1 決算手続は定款の定め   

に従い適正に行われてい   

ること。  

2 会計千住者が置かれて   

いること。  

なお、会計責任者と出   

納職員の兼鞠は避け、内   

部けん制組織が確立され   

ていること。  

3 現金保育については、   

保管★任が明確にされて   

いること。  

l 借入金は、理■会の議   

決（及び評議員会の意見   

の聴取）を経て行われて   

いること。  

また、借入金が、事業   

連宮上の必要によりなさ   

れたものであること。  

2 借入金の償還財源に寄   

附金が予定されている場   

合は、法人と寄附予定者   

との間で書面による贈与   

契約が締結されており、   

その寄附が遅滞なく履行   

されていること。  

1 決算手続は定款の定め   

に従い適正に行われてい   

ること。  

会計基準（課長通知）1  

－＝）  

定款準則第12粂備考  

－1評議員会の権限）  

の粂、第17粂、第21  

条  

会計基準（諜長通知）1  

－＝）  

定款準則舞1～条備考  

－（評繊Å会の権限）  

の集、第1丁粂、兼21  

象  

（3）債権偵   

捕の状況  

（31債権債   

務の状況  

審査要領第2－11）、（2】  書重要領第2－‖1、12I  

定款準則第12粂傭考  

－（評譲員会の権限）  

の条、弟18集  

会什基準（課長通知）1  

－（3】  

法第44粂第2項、第4  

項  

書査基準第3－5－（2）  

定款準則第18集  

会什基準（課長通知）1  

－（31  

法第73粂、第120粂  

施行規則第14条  

定款準則第12集備考  

－（評譲員会の権限）  

の条、第18集  

会計基準（課長通知＝  

－ほI  

法第44粂兼2項、第4  

項  

審査基準第3－5－（21  

定款準則第相集  

会計基準l課長通知）1  

－131  
法第73条、第120条  

施行規則第14条  

い＝決算及   

び財梯精   

義  

（4）決算及   

び財務桔   

表  

2 財産目録、貸借対照表   

及び収支計算書が整備さ   

れ、保存されていること。  

2 財産目録、貸借対照表   

及び収支計算書が整備さ   

れ、保存されていること。  

（5）その他  （5）その他  1 寄附金を募集する撫に   

は、関係法令の定めに従   

い行われていること．ま   

た、寄附金が募集の際の   

使途に即して使用されて   

いること。  

2 社会福祉施設の利用者   

又は利用者の家族等に寄  

1 寄附金を募集する際に   

は、関係法令の定めに従   

い行われていること。ま   

た、寄附金が募集の際の   

使途に即して使用されて   

いること。  

2 社会福祉施設の利用者   

又は利用者の宗族等に寄  

指導監督職底通知5－  

（4トエ   

指導監督徹底通知5－  

伸一エ  

・17－  



附金を強要していないこ   

と。  

j 社会福祉施設の利用者   

から預かっている金銭は   

別会計で経理されている   

とともに適正に管理がな   

されていること。  

1 法人が提供する福祉サ   

ービスの内容、法人の財   

務状況等について関係者   

に対する情報提供が適切   

に行われていること。  

附金を強要していないこ   

と。  

3 社会福祉施設の利用毒   

から預かっている金銭は   

別会計で経理されている   

とともに適正に管理がな   

されていること。  

1 法人が提供する福祉サ   

ービスの内容、法人の財   

務状況等について関係者   

に対する情報提供が適切   

に行われていること。  

会計基準く課長通知＝  

－（6）  

指導監督徹底通知5－  

14トエ  

法第44粂第4項、第75  

粂一策77粂、第79兵  

事査基準第3－≡卜（2）  

定款準則第18条第2項  

会計基牒亘課長通知i  

－16）  

指導監督徹底通知5－  

けトエ  

法第44条第4項、兼75  

粂～第77条、第79条  

審査基準第3－5一昭  

定款準則第18条第Z項  

4 その他  法人の業務及び財梯等  

に関する情報はインター  

ネットを活用するなどに  

より自主的に公表するこ  

4 その他  

とが適当であること。   

また、法人の理事及び  

評議員の氏名、役職等の  

情報も同様の方法で公表  

することが望ま しいこ  

土．．L．  

法第78集第1項  2 福祉サービスの実の評   

価を行い、サービスの貨   

の向上を図るための措置   

を講じていること。  

3 福祉サービスに関する   

苦情解決の仕組みへの取   

組が行われていること。  

4 社会福祉施設言受備等の  

法第78条第1項  2 福祉サービスの貨の評   

価を行い、サービスの貰   

の向上を図るための措置   

を講じていること．  

3 福祉サービスに関する   

苦情解決の仕組みへの取   

組が行われていること。  

削  除  

法第82粂  

各社会福祉施設最低  

基準省令  

r社会福祉施設にお  

ける地震防災応急計  

画の作成について」  

法第82条   

削   除  

管理が十分に行われ、防  

災対策等が講じられてい  

（昭和55年1月1机］社  るとともに、その実施体  

全局施設課長等連名  制が確立されているこ  

堕旦⊥  
「社会福祉施設にお  
ける防火安全対策の  

強化について」（昭  

和62年9月18日社会局  

長等連名通知）  

‡且合等登記令（昭和39  

年政令第Z9号）  

審査基準第2－1－（1）  

巨 当該法人が登記しなけ   

ればならない事項につい   

て登記がなされているこ   

と。  

組合等登記令（昭和39  

年政令第Z9号）  

審査基準第Z－1－（1）  

生 当該法人が登記しなけ   

ればならない事項につい   

て豊吉己がなされているこ   

と。  

※ 法令・通知の略号  

○ 法 → 社会福祉法（昭和Z6年法律第45号）  

○ 施行規則 → 社会福祉法施行規則（昭和Z6年厚生省令第28号）  

○ 退職手当共済法 → 社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年法律第155号）  

○ 退職手当共済法施行規則 → 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則（昭和36年厚生   

省令第36号）  

○ 審査基準 → 「社会福祉法人の認可について」（平成12年12月1日社会・援護局長等連名  

※ 法令・通知の略号  
○ 法 → 社会福祉法（昭和26年法律第45号）  
○ 施行規則 → 社会福祉法施行規則（昭和Z6年厚生省令第28号）  

削 除  
削 除   

○ 審査基準 → 「社会福祉法人の認可について」（平成12年12月1日社会・援護局長等連名  
18－   



通知）（別紙1）  

○ 定款準則 → 「社会福祉法人の認可について」（平成12年12月1日社会・援護局長等連名   
通知）（別紙2）  

○ 審査要領 → 「社会福祉法人の認可について」（平成12年12月1口社会■援護局企画課長   

等連名通知）  

○ 会計基準（局長通知） → 「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月1アロ   
社会・援護局長等連名通知）  

○ 会計基準（課長通知） → 「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日   
社会・援護局企画課長等連名通知）  

○ 指導監督徹底通知 → 「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉   
施設に対する指導監督の徹底についてj（平成13年7月23日社会・援護局長等連名通知）  

通知）（別紙1）  

○ 定款準則 → 「社会福祉法人の認可について」（平成12年12月1日社会・援護局長等連名   

通知）（別紙2）  

○ 審査要領 → 「社会福祉法人の認可について」（平成1Z年1Z月l臼社会・鎮護扁企画課長   

等連名通知）  

○ 会計基準（局長通知） → 「社会権祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日   

社会・援護局長等連名通知）  
○ 会計基準（課長通知） → 「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年2月17日   

社会・援護局企画課長等連名通知）  
○ 指導監督徹底通知 → 「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉   

施設に対する指導監督の徹底について」（平成13年7月Z3日社会・嬢護局長等連名通知）  

－19－   



資料3－2  

「社会福祉法人指導監査要綱」の改正に係る基本的考え方  
（各都道府県市から寄せられた主な意見・質問に対する回答）  

主 な 意 見 ・ 質 問   基本的な考え方   

l 「1 指導監査の目的」   
（回答）  

①社会福祉法人については、「自立・自律と責任」の経営が  ① 「～運営全般について積極的に助言、指導を行う」が削除   
された趣旨はなにか。  求められるとともに、極めて詳細に立ち入った指導は見直し  

が必要とされたことから、「運営全般について積極的に助言」  
という文言を削除し、法人の指導監査の視点を明確にしたも  
のである。  

②法人の自立を尊重する観点から「積極的な」助言・指導を      ②法人の指導監査に当たっては、法令等の遵守状況のチェッ   
削除する趣旨は賛成だが、未成熟な法人も多いことから指導   クとともに、育成・支援的な意味で必要に応じた助言指導を   
監査事項のみの監査で適正な運営が確保できるか疑問がある   行うことは差し支えないが、その際に極めて詳細に立ち入っ   
ので、法人への「必要に応じた」助言・指導は必要ではない   た指導は避け真に必要なものに絞るべきである。  
か。   

③今回の改正は、所轄庁において独自の指導監査項目を追加    ③ 所轄庁が調書において独自の指導監査項目を追加すること   
は可能か   することを妨げる趣旨ではないが、今回の改正を踏まえて、  

所轄庁が指導監査項目の見直しを行う際は、上記①のような  
視点を踏まえて見直しを図られたい。   

ll「2 指導監査の実施等（3）」   

（指導監査の重点化関係）   （回答）  

① 改正の趣旨である監査対象法人の重点化を明確にするため、  ① 重点化に当たり、原則として毎年実施としていたところを   
「2年に1回として差し支えない」を「2年に1回行うこと。   2年に1回としたことから、「原則として2年に1回とする   

なお、問題を有する法人については、年に1回実施すること。」   こと」とする。  
に修正されたい。   

②「大きな問題」について、例示すれば次のようなものが考    ② 指導監査の重点化は賛成であるが、対象法人の重点化の要   
件が明確でないと運用面で問題が生じるため、ア、イの要件   えられるが、実際の判断に当たっては、法人ごとの個別の実   
にある「大きな問題」の基準について明確にされたい。   情を総合的に勘案し、所轄庁において適正に判断されたい。   

－1・   



要件アの例  
（i）特定の個人（又は特殊な関係にある少数の者）の独断   

による法人運営。  
（ii）理事会（評議員会）が形骸化しており、役員（評議員）   

の選任、新規事業、資金借入、基本財産処分等の重要事   
項が未審議  

（刷 資産又は会計管理上の不備。 m 
保
ら
 
 

、で 

会計処理上の  
一
 
 

カ
 
、
 
 

由
附
 
 

理
事
 
 

、
な
 
 

供
額
 
 

提
高
 
 

（法人の事業と無関係  担
 
 

な
 
 

意契約及びその契約先か  
が 
の  

題
政
 
 

間
財
 
 

Ⅳ
 
 

．
 
 

要件イの例  
（i）施設最低基準の違反  

（職員の未充足、居室等の不適当な転用等）  
（ii）施設・事業の会計管理が不適切  

（多額の過誤請求、理由がない高額な随意契約及びその  
契約先から高額な寄附、会計処理上の問題が多発。）  

③ 「関係法令・通知（法人に係るものに限る）」とは、原則   
として「社会福祉法人指導監査要綱」において示されている  
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法令及び関係通知をいう。   
しかしながら、他法令の違  

に大きな問題があると所轄庁  
しないと取り扱うべきと考え  
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④ イの要件の施設基準の問題は、施設監査を行った上で明確   
になるが、政令市・中核市内の施設については、都道府県が   
法人の所轄庁である場合、政令市・中核市が実施した施設監   
査上の問題点を都道府県が把握する手段が確保されていない。  

について関係する都道府県市への情報提供に努めるよ  
しているところである。  

指定都市・中核市において施設等を経営する都道府県所管   
法人については、施設等の指導監査を担当する指定都市・中   
核市と法人を所管する道府県が十分連携を取りながら法人の   
指導監査を実施されたい。  

⑤ 要件イについて「社会福祉事業等」として、法人が実施す   
る公益事業及び収益事業が対象となることを明確にした。  

公益事業及び収益事業については、社会福祉法人審査基準   
等の遵守状況に照らし、要件に該当するか否かを判断された   

⑤ 法人が公益事業等を実施している場合、公益事業等につい   
ても問題が認められないことを要件とすべき。  

－2 －  






